
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
動画 静止画を同一の記録媒体に記録する記録装置であって、
動画の残りの記録可能時間と静止画の残りの記録可能枚数の両方を同一の画面に表示する

制御手段 ことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
前記制御手段は 動画の残りの記録可能時間と静止画の残りの記録可能枚数の両方を同一
の画面に表示する

ことを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
前記制御手段は

ことを特徴とする請求項１または２に記載の記録装置。
【請求項４】
前記記録媒体は、固体メモリであることを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の
記録装置。
【請求項５】
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または

ための処理を行う を有する

、
ための処理を前記記録媒体に動画を記録する第１の機能が選択されたと

きに行う

、動画の残りの記録可能時間と静止画の残りの記録可能枚数の両方を同一
の画面に表示するための処理を前記記録媒体に静止画を記録する第２の機能が選択された
ときに行う

前記記録装置は、前記記録媒体に動画を記録する第１の機能が選択されたことを前記第１
の機能が選択されたときに表示し、前記記録媒体に静止画を記録する第２の機能が選択さ
れたことを前記第２の機能が選択されたときに表示することを特徴とする請求項１～４の



【請求項６】

【請求項７】

【請求項８】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、 に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の映像記録または再生装置には、１／２インチや８ミリのテープ幅の磁気テープを用
いるいわゆるＶＴＲ（ビデオテープレコーダ）がある。このような映像記録再生装置にお
いて、デジタル信号に変換した後、磁気テープに記録するデジタルＶＴＲや、ディスクに
記録するディスクビデオや、固体メモリに記録する固体メモリビデオが提案されている。
そしてこれらのビデオシステムでは、情報量の削減のために入力信号に圧縮処理を施して
おり、さらに動画だけでなく高詳細の静止画を記録できるものもある。静止画を記録する
場合、高詳細にするために、動画よりも圧縮比を落とした画像データとして記録される。
【０００３】
このような装置において、記録媒体であるテープの残量は、記録を開始してからの時間を
計測して、あらかじめ設定しておいたテープの全記録時間から差し引いたり、テープを移
送する２つのリールの回転スピードの差を計測したりすることによって、残りの記録可能
時間の大体の値を表示していた。
【０００４】
【発明が解決しようとしている課題】
しかしながら上記従来例では、記録媒体の残量表示は動画を記録することを前提としたも
ので、残りの時間表示だけであるため、同じ記録媒体を静止画の記録に使ったり、動画と
静止画を混在させて使う場合には、残りの記録可能容量が静止画として、後何枚分残って
いるのかを知ることができなかった。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明

【０００６】
【実施例】
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何れか１項に記載の記録装置。

前記記録装置は、前記記録媒体を内蔵した装置であることを特徴とする請求項１～５の何
れか１項に記載の記録装置。

記録媒体を内蔵した記録装置であって、
前記記録媒体に動画を記録する第１の機能または前記記録媒体に静止画を記録する第２の
機能を選択する選択手段と、
前記第１の機能が選択されたときは動画の残りの記録可能時間を表示するための処理を行
い、前記第２の機能が選択されたときは静止画の残りの記録可能枚数を表示するための処
理を行う制御手段とを有することを特徴とする記録装置。

前記記録媒体は、固体メモリであることを特徴とする請求項７に記載の記録装置。

動画を記録する機能と、静止画を記録する機能とを有する記録装置

に係る記録装置は、動画または静止画を同一の記録媒体に記録する記録装置であっ
て、動画の残りの記録可能時間と静止画の残りの記録可能枚数の両方を同一の画面に表示
するための処理を行う制御手段を有することを特徴とする。
また、本発明に係る他の記録装置は、記録媒体を内蔵した記録装置であって、前記記録媒
体に動画を記録する第１の機能または前記記録媒体に静止画を記録する第２の機能を選択
する選択手段と、前記第１の機能が選択されたときは動画の残りの記録可能時間を表示す
るための処理を行い、前記第２の機能が選択されたときは静止画の残りの記録可能枚数を
表示するための処理を行う制御手段とを有することを特徴とする。



以下、図面を用いて本発明の実施例について説明する。
【０００７】
《実施例１》
図１に本発明実施例の構成ブロック図を示す。まず記録時であるが図１において、音声信
号入力端子１，２より各々Ｌ，Ｒのステレオ音声信号が入力され、Ａ／Ｄ変換器３，４に
てデジタル音声信号に変換される。デジタル音声信号は、各々オーディオ信号処理回路５
，６にて各種雑音除去やダイナミックレンジの制限等の処理を施し、オーディオデータ圧
縮回路７において音声信号用のデータ圧縮処理を行う。例えば、ＭＰＥＧで提案されてい
る適応変換符号化（ＡＴＲＡＣ，ＡＳＰＥＣ）や帯域分割符号化（ＭＵＳＩＣＡＭ，ＳＢ
／ＡＤＰＣＭ）を用いてもよいし、Ｌ／Ｒの相関を用いた２チャンネル混合でのベクトル
符号化等を用いても構わない。
【０００８】
次に、ビデオ信号入力端子８より入力されたビデオ信号等の映像信号は、Ａ／Ｄ変換器３
，４よりも高速処理可能なＡ／Ｄ変換器９にて、デジタルビデオ信号に変換される。この
デジタルビデオ信号はビデオ信号処理回路１０において前処理を行った後に、ビデオデー
タ圧縮回路１１にて、データ量を数１０～数１００分の１程度に圧縮する。例えば動画を
例に取れば、時間的な画像相関を用いたフレーム間相関処理と、上記の手法における画質
劣化を減少させるための動き補償、さらにこれを時間軸で前方向から行う前方向予測フレ
ーム（Ｐピクチャ）や、前後（過去と未来）から行う両方向予測フレーム（Ｂピクチャ）
による圧縮等を適宜組み合わせることで実現可能である。具体的には、ＭＰＥＧで提案さ
れているアルゴリズムのＭＰＥＧ－１では、１／２インチＶＴＲ程度の標準画質、ＭＰＥ
Ｇ－２ではＮＴＳＣ以上の画質を確保することができる。
【０００９】
次に後述するＩＤ信号発生回路１２からのデータと、音声データ及び映像データとをデー
タ合成回路１３にて合成し、メインメモリ１４へ格納する。このメインメモリ１４は、メ
モリコントローラ１５によってメモリアドレスや書き込み／読み出し等の制御が行われて
いる。さらにメインコントローラ１５は、システムコントローラ１６にて、動作の切り換
え等の装置全体としての制御が行われている。このシステムコントローラ１６は、操作キ
ー１７により記録／再生／検索及び動作モード（動画記録モード、静止画記録モード等）
の指示が入力され、これを受けてメモリコントローラ１５の制御を行うと同時に、メモリ
の残量や動作状況及び記録／再生時間等を示すタイムコード等の情報を表示部１８に表示
し、アドレス情報生成回路１９へもタイムコード等を知らせる。このタイムコードには主
に２種類ある。１つ目は記録媒体もしくは映像プログラムの冒頭からの経過時間やカメラ
撮影の累積時間等であり、２つ目は記録またはカメラ撮影時の年月日や時分秒フレームの
時刻等である。後者のタイムコード発生のために、カレンダ、クロック発生回路２０を備
えている。
【００１０】
メモリの残量時間は一例として全体のメモリ容量をＭ、記録レートをＤ、及び経過時間Ｔ
から
（Ｍ－Ｓ×Ｎ）÷Ｄ
によって算出できる。また静止画の場合、一枚のデータ量をＳ、撮影済枚数をＮとすると
、残りの撮影可能枚数は、
（Ｍ－Ｄ×Ｔ－Ｓ×Ｎ）
になる。
【００１１】
操作キー１７により動画記録を選択すると、システムコントローラ１６は残量表示を時間
表示にする。また、静止画記録を選択した場合には、残量表示を枚数表示に切り換える。
図２の１００１は枚数表示、１００２が時間表示の一例である。また図３に示すように、
同じ画面で枚数と時間の両方が表示され、現在のモード（図３では静止画記録モード）が
点滅するようにしてもよい。
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【００１２】
アドレス情報生成回路１９は、メモリコントローラ１５からの情報格納状況等のデータを
受け取り、各情報のデータ量等を示す情報としてＩＤ信号発生回路１２へデータを転送す
る。ＩＤ信号発生回路１２では、システムコントローラ１６からの情報に基づいて、タイ
ムコード、画質や音声のモード選択等を生成し、またメモリコントローラ１５からの情報
に基づいて、映像や音声のデータ量（可変長符号化の場合はデータ長）と、データを格納
したメモリ上の先頭アドレス値を生成し、各ＩＤごとに１データブロックとしてひとまと
めにし、データ合成回路１３にてデータブロックを構成する。このデータブロックの格納
されているメインメモリの先頭番地を順次メインメモリ１４中のＩＤファイルに書き込ん
でいく。
【００１３】
図４に固体メモリで構成されたメインメモリ１４中のデータ格納例を示す。図４の上部に
示すように横軸を時間軸とした場合、所定時間Ｔ０毎にＩＤデータが生成され、先頭から
０１，０２，０３・・・と番号がつけられる。そしてその下に示した固体メモリのアドレ
ス空間に格納され、そのＩＤデータの後には、可変長符号化により処理期間ごとにデータ
量の異なる映像及び音声の情報データが順次格納されていく。そのためＩＤデータ発生は
一定間隔（Ｔ０ 　）であるが、メモリ上のアドレス空間では図示のように等間隔にはなら
ない。そこで、検索時にデータブロックに高速アクセスできるようにするために、データ
ブロックの格納場所を示すアドレスをひとまとめにしたＩＤファイルを生成しておく。こ
のＩＤファイルは、データブロックの先頭番地だけを整然とメインメモリの記憶容量に応
じて、予め設定されたエリアに格納するものである。
【００１４】
このようなデータブロックにおいて、ＩＤデータは固定長で、図４の例では合計１０種類
の基本情報を有している。これらの基本情報は、タイムコード、記録時間とのトレードオ
フで画質や音質を選択し、可変長のオーディオ及びビデオの各データの先頭番地及びデー
タ量を格納する。映像方式の判別は、入力映像情報に応じて伸張や圧縮の方式を選択する
。削除済フラグは、一度記録したデータを消去する際に、物理的なデリーと処理の前に復
帰可能な論理消去状態として、前記フラグにて通常の再生を禁止するものである。
【００１５】
音声データは、Ｌ，Ｒ各チャンネルの初期化情報（リセットデータ）と圧縮処理を施した
可変長のオーディオデータで構成される。映像データは、例えばフレーム内符号化等によ
る初期化画面（映像リセットデータ）と各種の圧縮方式により、可変長符号化された圧縮
データにより構成されている。各ＩＤデータ毎に、以上の構成の映像データと音声データ
が一組としてデータブロックを構成しており、本データブロックは、時間軸により定義さ
れた間隔で生成される点に特徴がある。
【００１６】
次の映像信号の一例を図５に示す。ここでは、ＨＤＴＶ方式（垂直１１２５本）のＴＶ信
号を基本として、アスペクト比９：１６のＴＶ信号を入力信号としている。ＨＤＴＶ信号
では、ＮＴＳＣ信号に対してほぼ水平方向で２．５倍、垂直方向で２倍の解像度になって
おり、全体で５倍の情報が毎秒３０画面分発生し、図１の入力端子８へ供給される。
【００１７】
この映像信号は、図１のＡ／Ｄ変換器９にてデジタルデータ化された後、ビデオ信号処理
回路１０に、コンポーネント信号（Ｙ：Ｒ－Ｙ：Ｂ－Ｙ＝４：２：２）が入力される。こ
こで、１画素当たり輝度（Ｙ）を８ｂｉｔ、色差を各々１／２のサンプリングレートで８
ｂｉｔ量子化すると、１．２Ｇｂｐｓとなる。これに、１／２００の圧縮処理を施し約６
Ｍｂｐｓまでデータ量を削減する。
【００１８】
また、コンパクトディスク相当の音質のステレオ音声信号のデータレートは、１．５Ｍｂ
ｐｓなので、これに１／５の圧縮処理を施し０．３Ｍｂｐｓとする。よってＡＶ合計で約
６．３Ｍｂｐｓとなる。したがって１Ｇｂｉｔで１０分記録できることになる。なお映像
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信号として他に、現行の標準ＴＶ放送方式のＮＴＳＣ／ＰＡＬは勿論のこと、Ｈ．２６１
に規定されるテレビ電話の国際規格であるＱＣＩＦ、ＣＩＦの形態であっても構わない。
このようなデータ処理により、メインメモリ１４にＡＶデータを格納することになるが、
メインメモリの増設や、ＩＣカード等の交換可能なメモリ形態を採ることも可能である。
【００１９】
次に再生時は、操作キー１７にて再生動作を指示すると、システムコントローラ１６は、
表示部１８に再生動作中の旨を表示し、メモリコントローラ１５でメモリアドレスとリー
ド／ライトを制御し、メインメモリ１４から格納された情報信号を読み出す。前記した例
で言えば、毎秒３０画面の映像情報とステレオ（または２チャンネル分の）音声信号とこ
れらの検索のためのＩＤ情報である。
【００２０】
上記３種のデータが混合された状態（シリアルデータ情報）でデータ分配回路２１へ情報
供給される。データ分配回路２１にて、データは各々以下の通り分配される。ビデオデー
タは、ビデオデータ伸張回路２２にて、記録時のデータ圧縮処理とは逆のデータ伸張処理
を施し、記録時の入力信号と同等のビデオ信号を再生して、データ選択回路２３へ出力す
る。データ選択回路２３では、アナログの映像モニタ用の映像信号を加算器２４へ、そし
てデジタルビデオ出力端子２５へ供給するデータを出力する。
【００２１】
ＩＤデータは、検索情報再生回路２６にて各ＩＤ毎に図４に示す通りの情報を検出し、モ
ニタのための表示情報を表示情報生成回路２７にて生成し、復元されたビデオデータと加
算器２４にて合成し、Ｄ／Ａ変換器２８にて汎用生のあるアナログ信号に変換し、映像モ
ニタ２９に表示する。
【００２２】
オーディオデータも、オーディオデータ伸張回路３０にてビデオデータと同様に記録時の
データ圧縮処理を施し、記録時の入力信号と同等の音声信号を再生する。データ選択回路
２３にて音響モニタ３１に出力するためにアナログ変換するＡ／Ｄ変換器３２とデジタル
オーディオ端子３３に供給するデータを出力する。映像と音声の各データは、前記のＩＤ
信号を用いて、再生信号処理に要する遅延時間等によるずれを補正し再生する。表示情報
生成回路２７からの情報に同期させ、各々の映像及び音声の再生信号をデータ選択回路２
３より出力する。
【００２３】
次に、図６にデータの検索性向上のために採られたデータファイル構成を示し、以下これ
について説明する。図６に時刻ファイル及び目次ファイルの構成例を示す。インデックス
情報は、レベルＩからレベルＩＶまで設定可能で、本実施例では前述の大中小の見出しを
各々レベルＩからＩＩＩに割り当て、レベルＩＶは未使用のため、すべてゼロを割り当て
ている。この最小レベル単位にインデックスワードを構成している。
【００２４】
ＩＤファイルの項目には、開始ＩＤ番号と終了ＩＤ番号が、時刻ファイル項目には開始時
刻の年月日及び時分秒が、目次ファイルの項目には必要に応じてインデックス情報の項目
には必要に応じてインデックスの目次名称が登録される。もちろんブランクでも構わない
。
【００２５】
時刻ファイルは、インデックス情報の生成指示の出された時刻を、入力中のＡＶデータと
対応したＩＤファイルに時刻データとして格納するためのもので、時刻を元にした検索作
業が迅速に行える。すでに説明したとおりＩＤファイルは、一定時間間隔で生成している
ので、撮影開始時刻と終了時刻がわかれば、途中の任意の時刻とＡＶデータの対応づけが
可能である。また、目次ファイルの目次情報は、書籍で言うところの章や段落等に相当し
、音楽で言えば楽章や小節等に相当するものである。
【００２６】
図７は図１の構成を概略的に示したものである。図７において、インデックス生成回路４
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１は、図１のＩＤ信号発生回路１２内にあり、時刻ファイル４２と目次ファイル４３を生
成し、ＩＤファイル４４に格納する。そしてさらにメインメモリ１４内に形成されるＡＶ
データファイル４５に格納される。また、情報処理回路４６は、オーディオ信号、ビデオ
信号の処理回路を１つで表しており、情報入出力回路４７はＡ／ＤあるいはＤ／Ａ変換器
等を１つで表したものである。
【００２７】
次に記録時のファイル作成動作を図８のフローチャートに沿って説明する。入力端子から
映像及び音声信号が入力されている状態で、ステップ６０１において操作キー１７により
指示が入力されると、ステップ６０２において記録開始命令かどうか判断し、記録命令で
ある場合にはステップ６０３に進む。そしてステップ６０３では日付が変わったかどうか
を判断し、変わった場合にはステップ６０４に進みインデックスの大見出しであるレベル
Ｉを更新し、ステップ６０５に進む。日付が変わっていない場合にはステップ６０５に直
接進む。
【００２８】
ステップ６０５では電源が操作されたかどうかを判断し、操作された場合にはステップ６
０６に進みインデックスの中見出しであるレベルＩＩを更新し、ステップ６０７に進む。
電源が操作されていない場合にはステップ６０７に直接進む。ステップ６０７ではインデ
ックスの小見出しであるレベルＩＩＩを更新し、ステップ６０８に進む。ステップ６０８
では年月日を時刻ファイルに格納し、ステップ６０９では時分秒を時刻ファイルに格納す
る。そしてステップ６１０に進み、目次情報をつけるかどうかを判断し、つける場合には
ステップ６１１に進み、つけられた目次情報を目次ファイルに格納し、ステップ６１２に
進む。つけない場合にはステップ６１２に直接進む。
【００２９】
ステップ６１２では開始ＩＤ番号を設定し、ステップ６１３に進んでＩＤファイルの更新
を開始する。そしてステップ６１４において撮影が終了したかどうかを判断し、終了した
場合にはステップ６１５に進んで、終了番号を設定する。そしてステップ６１６に進んで
ＩＤファイルの更新を終了し、一連の動作が終了する。これらの処理は、図１のＩＤ発生
回路１２で行われる。
【００３０】
次に再生時のファイル検索動作を図９のフローチャートに沿って説明する。まず、ステッ
プ７０１において時刻ファイルを用いて検索するのかどうかを判断し、検索する場合には
ステップ７０２に進み開始年月日、開始時刻等の検索条件を設定する。そしてステップ７
０３に進み、検索条件式を生成し、ステップ７０４で時刻ファイルをサーチする。そして
ステップ７０５において条件を満足しているかどうかを判断し、満足している場合にはス
テップ７０６に進んで、そのインデックスを抽出する。満足していない場合にはステップ
７０４を繰り返す。
【００３１】
またステップ７０１で時刻ファイルによる検索を行わない場合には、ステップ７０８に進
んでインデックスサーチを行う。そしてステップ７０９に進んでインデックスの変化を検
索する場合には、ステップ７０９に進んで目次があるかどうかを判断し、検索しない場合
にはステップ７０８に戻る。目次がある場合にはステップ７１０に進んで、目次名称の表
示を行い、ステップ７１２に進む。目次がない場合にはステップ７１２に直接進む。ステ
ップ７１２ではインデックスを選択し、ステップ７１３に進む。
【００３２】
ステップ７１３では開始ＩＤの読み込みを行い、ステップ７１４に進んで終了ＩＤ番号の
読み込みを行う。そしてステップ７１５でＩＤファイルにアクセスし、ステップ７１６で
開始ＡＶアドレスを読み込む。そしてステップ７１７で終了ＡＶアドレスを読み込み、ス
テップ７１８でＡＶファイルにアクセスする。そしてステップ７１９でＡＶデータを再生
し、ステップ７２０においてそのアドレスが終了したかどうかを判断する。終了していな
い場合にはステップ７１９に戻り、終了した場合にはステップ７２１に進んで時刻ファイ
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ルの検索を行い、一連の動作を終了する。
【００３３】
以上のような構成とすることで、動画と静止画を混合して記録する場合にもメモリの残量
を動画静止画どちらでも短時間で正確に知ることができるようになった。
【００３４】
【発明の効果】

。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明実施例の構成ブロック図である。
【図２】本発明実施例の表示部の概略図である。
【図３】本発明実施例の表示部の概略図である。
【図４】本発明実施例のメインメモリの構成図である。
【図５】本発明実施例の映像信号の構成図である。
【図６】本発明実施例のデータファイル構成図である。
【図７】本発明実施例の構成ブロック図である。
【図８】本発明実施例の記録時のフローチャートである。
【図９】本発明実施例の再生時のフローチャートである。
【符号の説明】
１８　表示部
２０　カレンダクロック発生回路
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本発明によれば、動画の残りの記録可能時間だけでなく、静止画の残りの記録可能枚数も
使用者に知らせることができる



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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